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平成２３年度 普通交付税決定額（再算定後）

超＝平成２３年度財源超過団体

（注）平成２３年度再算定は、子ども手当の支給等に関する特別措置法（平成２３年法律第１０７号）の成立に伴うもの。

（注）平成２３年度は、普通交付税の総額が交付基準額を上回ったため調整額はなし。よって交付基準額（財源不足額）が交付決定額となる。

〔Ｈ２３：交付基準額【財源不足額】＝交付決定額（上記表中「平成２３年度決定額」）〕。

（注）堺市は、平成２２年度は合併算定替、平成２３年度は一本算定に係るもの。
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大阪府総務部市町村課（問い合わせ：０６－６９４４－９１１４）




